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第２４号議案 

 

令和６年度蒲郡市一般会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４２，５９６，０００千円と定

める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （継続費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１２条第１項の規定による継

続費の経費の総額及び年割額は、「第２表 継続費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期

間及び限度額は、「第３表 債務負担行為」による。 

 （地方債） 

第４条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起

債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第４表 地方債」によ

る。 

 （一時借入金） 

第５条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は、２，５００，０００千円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

第６条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 市税 １３，０７７，０００

1 市民税 ４，８２８，０００

2 固定資産税 ６，２８１，０００

3 軽自動車税 ２５１，０００

4 市たばこ税 ５４０，０００

5 入湯税 ５７，０００

6 都市計画税 １，１２０，０００

2 地方譲与税 ２５２，１８０

1 地方揮発油譲与税 ５３，０００

2 自動車重量譲与税 １６０，０００

3 森林環境譲与税 １１，１８０

4 特別とん譲与税 ２８，０００

3 利子割交付金 ５，１００

1 利子割交付金 ５，１００

4 配当割交付金 ８９，０００

1 配当割交付金 ８９，０００

5 株式等譲渡所得割交付金 ７１，０００

1 株式等譲渡所得割交付金 ７１，０００

6 法人事業税交付金 ２５４，０００

1 法人事業税交付金 ２５４，０００

7 地方消費税交付金 １，８４３，０００

1 地方消費税交付金 １，８４３，０００

8 ゴルフ場利用税交付金 １，７００
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

1 ゴルフ場利用税交付金 １，７００

9 自動車取得税交付金 １０

1 自動車取得税交付金 １０

10 環境性能割交付金 ７４，０００

1 環境性能割交付金 ７４，０００

11 地方特例交付金 ４９２，０００

1 地方特例交付金 ４４５，０００

2 新型コロナウイルス感染症対策 ４７，０００
地方税減収補填特別交付金

12 地方交付税 ３，０９０，０００

1 地方交付税 ３，０９０，０００

13 交通安全対策特別交付金 ９，５００

1 交通安全対策特別交付金 ９，５００

14 分担金及び負担金 ２９，６７９

1 負担金 ２９，６７９

15 使用料及び手数料 ５９０，９２５

1 使用料 ４３２，０８７

2 手数料 １５８，８３８

16 国庫支出金 ６，６２０，９６７

1 国庫負担金 ３，２０５，９３３

2 国庫補助金 ３，３９７，０９３

3 委託金 １７，９４１

17 県支出金 ２，０９２，２９２
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単位：千円

歳　　入　　合　　計 ４２，５９６，０００

金　　　　　　額款 項

1 県負担金 １，２５０，７５４

2 県補助金 ６５４，４２１

3 委託金 １８７，１１７

18 財産収入 ３００，０３３

1 財産運用収入 ２９６，４１３

2 財産売払収入 ３，６２０

19 寄附金 １，５０３，９１３

1 寄附金 １，５０３，９１３

20 繰入金 ５，４００，２１８

1 特別会計繰入金 ５０，７００

2 基金繰入金 ５，３３０，５９６

3 財産区繰入金 １８，９２２

21 繰越金 ２００，０００

1 繰越金 ２００，０００

22 諸収入 ２，２５７，３８３

1 延滞金 １０，０００

2 市預金利子 ３，７１１

3 貸付金元利収入 ３４３，２００

4 受託事業収入 ３５３，４２０

5 雑入 ８９４，０５２

6 収益事業収入 ６５３，０００

23 市債 ４，３４２，１００

1 市債 ４，３４２，１００
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単位：千円

金　　　　　　額

歳　出

款 項

議会費 ２６０，４４４1

1 議会費 ２６０，４４４

総務費 ６，５１５，９６６2

1 総務管理費 ５，８５４，２２２

2 徴税費 ３８０，３５４

3 戸籍住民基本台帳費 ２１８，２８７

4 選挙費 ２７，１９８

5 統計調査費 ４，３０８

6 監査委員費 ３１，５９７

民生費 １３，２６５，４３７3

1 社会福祉費 ６，９６７，８４８

2 児童福祉費 ５，０６４，６９８

3 生活保護費 １，２３２，８９１

衛生費 ６，１５２，６５４4

1 保健衛生費 １，７６３，８１２

2 清掃費 ４，３８８，８４２

農林水産業費 ５５９，４３８5

1 農業費 ４４６，２６４

2 林業費 ７１，８１２

3 水産業費 ４１，３６２

商工費 １，０５８，３３１6

1 商工費 １，０５８，３３１

土木費 ３，３７４，７３８7
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単位：千円

金　　　　　　額款 項

1 土木管理費 ３５６，５５５

2 道路橋りょう費 １，４８２，８２４

3 河川費 ２５６，０３１

4 港湾費 １３５，１９６

5 都市計画費 １，０１３，７４２

6 住宅費 １３０，３９０

消防費 １，４９８，４００8

1 消防費 １，４９８，４００

教育費 ７，４６８，６０１9

1 教育総務費 ４，１１９，６７５

2 小学校費 ８０３，７２９

3 中学校費 ２６１，３０７

4 社会教育費 ８４４，４１７

5 保健体育費 １，４３９，４７３

災害復旧費 ４，２００10

1 災害対策費 ２，２００

2 総務施設災害復旧費 １５０

3 民生施設災害復旧費 １５０

4 衛生施設災害復旧費 １５０

5 農林水産施設災害復旧費 ２００

6 商工施設災害復旧費 １５０

7 土木施設災害復旧費 ６００

8 消防施設災害復旧費 １５０
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単位：千円

1 予備費 ５０，０００

４２，５９６，０００歳　　出　　合　　計

予備費 ５０，０００12

11

1 公債費 ２，３８７，７９１

9 教育施設災害復旧費 ４５０

公債費 ２，３８７，７９１

金　　　　　　額款 項

単位：千円

事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

令和６年度 1,329,400

令和７年度 3,999,600

令和８年度 938,000

令和９年度 389,100

令和１０年度 253,400

令和６年度 2,026,700

令和７年度 3,417,400

令和８年度 324,300

令和９年度 237,500

令和１０年度 54,800

西浦地区個別計画
に 基 づ く
複合施設建設事業

6,060,700

 第２表　 継　続　費

款 項

９ 教 育 費 1 教育総務費

塩津地区個別計画
に 基 づ く
複合施設建設事業

6,909,500
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単位：千円

消 防 緊 急 通 信 指 令
シ ス テ ム 更 新 事 業

令和７年度～令和１２年度 326,655

リーディングプロジェクト基本
計画・管理運営計画等策定事業

令和７年度～令和８年度 43,000

限　度　額

戸 籍 情 報 シ ス テ ム
標 準 化 整 備 事 業

令和７年度 19,162

固 定 資 産 路 線 価 付 設 事 業 令和７年度～令和９年度 12,012

蒲 郡 駅 南 住 居 表 示
再 整 備 事 業

令和７年度 8,195

令和７年度

 第３表　 債 務 負 担 行 為

事　　　　　項 期　　　　間

側 溝 路 側 整 備 事 業

道 路 交 通 安 全 対 策 事 業 令和７年度

72,000

6,800

10,000

道 路 補 修 事 業 令和７年度

リーディングプロジェクト事業
用地周辺道路環境整備検討事業

令和７年度

土 地 改 良 施 設 維 持 補 修 事 業 令和７年度

東 三 河 消 防 緊 急 通 信 指 令
シ ス テ ム 負 担 金

令和７年度～令和１２年度

街 路 補 修 事 業 令和７年度

36,700

10,900

164,154

16,800

大 塚 地 区 保 育 園 基 本
・ 実 施 設 計 委 託 事 業

令和７年度

50,000

新 最 終 処 分 場
実 施 設 計 等 委 託 事 業

令和７年度 53,011
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 第４表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　率 償還の方法

道路交通安全対策事業 41,300

ク リ ー ン セ ン タ ー
長 寿 命 化 事 業

1,733,700

道 路 新 設 改 良 事 業 337,400

河 川 維 持 整 備 事 業 101,500

公 園 長 寿 命 化
対 策 支 援 事 業

38,200

２８０ＭＨｚデジタル同報
無線システム子局更新事業

148,000

塩 津 地 区 個 別 計 画 に
基づく複合施設建設事業

168,900

西 浦 地 区 個 別 計 画 に
基づく複合施設建設事業

1,107,100

小学校外壁等改修事業 297,600

文 化 広 場
大 規 模 改 造 事 業

268,400

臨 時 財 政 対 策 債 100,000

計 4,342,100

　　 3.0％以内

（ただし、利率見直
し方式で借り入れる
資金について、利率
の見直しを行った後
においては、当該見
直し後の利率）

証書借入又

は証券発行

借入先の融資条件に
よる。ただし、市財
政の都合により繰上
償還することができ
る。

9
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第２５号議案 

 

令和６年度蒲郡市国民健康保険事業特別会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７，９５１，７００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定

により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を

生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

（２）保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 国民健康保険税 １，５３４，６３７

1 国民健康保険税 １，５３４，６３７

2 県支出金 ５，５４１，７２５

1 県補助金 ５，５４１，７２５

3 財産収入 ２，２００

1 財産運用収入 ２，２００

4 繰入金 ８４１，５５１

1 繰入金 ７４６，０００

2 基金繰入金 ９５，５５１

5 繰越金 １００

1 繰越金 １００

6 諸収入 ３１，４８７

1 諸収入 ３１，４８７

歳　　入　　合　　計 ７，９５１，７００
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単位：千円

1 予備費 ２０，０００

1 償還金及び還付加算金 １７，１７０

予備費 ２０，０００7

諸支出金 １７，１７０6

1 基金積立金 ２，２００

2 特定健康診査等事業費 ８０，０３５

基金積立金 ２，２００5

1 保健事業費 ２１，６４０

保健事業費 １０１，６７５4

3 介護納付金分 １９１，８４４

2 後期高齢者支援金等分 ５３０，２３３

1 医療給付費分 １，５４２，６９５

6 傷病手当諸費 １０

国民健康保険事業費納付金 ２，２６４，７７２3

5 葬祭諸費 ７，０００

4 出産育児諸費 ２３，０００

3 移送費 ５０

2 高額療養費 ６８３，３００

1 療養諸費 ４，７１６，８７１

保険給付費 ５，４３０，２３１2

2 徴税費 ８，３６７

1

1 総務管理費 １０７，２８５

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 １１５，６５２

13



単位：千円

金　　　　　　額款 項

７，９５１，７００歳　　出　　合　　計

14



 

 

第２６号議案 

 

令和６年度蒲郡市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２，５８１，９００千円と定め

る。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

15



単位：千円

5 雑入 １９４

歳　　入　　合　　計 ２，５８１，９００

3 預金利子 １

2 償還金及び還付加算金 ２，１２５

1 延滞金 １０

4 諸収入 ２，３３０

1 繰越金 ４０，３３１

1 繰入金 １，３４２，３００

3 繰越金 ４０，３３１

2 繰入金 １，３４２，３００

１，１９６，９３９

1 後期高齢者医療保険料 １，１９６，９３９

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 後期高齢者医療保険料
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単位：千円

２，５８１，９００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ３，０００

1 償還金及び還付加算金 ２，１２５

予備費 ３，０００5

諸支出費 ２，１２５4

1 保健事業費 ５４，７３３

1 後期高齢者医療広域連合納付金 ２，５０８，５８８

保健事業費 ５４，７３３3

後期高齢者医療広域連合納 ２，５０８，５８８2
付金

2 徴収費 ５，３５９

1

1 総務管理費 ８，０９５

金　　　　　　額

歳　出

款 項

総務費 １３，４５４
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第２７号議案 

 

令和６年度蒲郡市土地区画整理事業特別会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８８４，４００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 （地方債） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起

こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方

法は、「第２表 地方債」による。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

1 市債 ７８，８００

歳　　入　　合　　計 ８８４，４００

8 市債 ７８，８００

2 換地清算金利子 ３

1 換地清算金 ３０，０００

7 諸収入 ３

6 換地清算金 ３０，０００

1 繰越金 ７４，４９７

1 繰入金 ６７０，０００

5 繰越金 ７４，４９７

4 繰入金 ６７０，０００

1 財産運用収入 １００

1 国庫補助金 １，０００

3 財産収入 １００

2 国庫支出金 １，０００

３０，０００

1 保留地処分金 ３０，０００

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 保留地処分金
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単位：千円

1 予備費 ５，０００

８８４，４００歳　　出　　合　　計

予備費 ５，０００4

1 繰出金 ４３，０００

1 公債費 ３５２，６５６

諸支出金 ４３，０００3

公債費 ３５２，６５６2

2 事業費 ３８２，６１４

1

1 事務所費 １０１，１３０

金　　　　　　額

歳　出

款 項

土地区画整理事業費 ４８３，７４４
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 第２表　 地　方　債

単位：千円 

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法

土 地 区 画 整 理 事 業 78,800      証書借入 3.0％以内

借入先の融資条件による。
ただし、市財政の都合によ
り繰上償還することができ
る。
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第２８号議案 

 

令和６年度蒲郡市公共用地対策事業特別会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の公共用地対策事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３３６，７００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円歳　出

款 項 金　　　　　　額

1 公共用地対策事業費 ３２９，０００

1 公共用地対策事業費 ３２９，０００

2 諸支出金 ７，７００

1 繰出金 ７，７００

歳　　出　　合　　計 ３３６，７００

歳　　入　　合　　計 ３３６，７００

1 雑入 １０

1 繰越金 １８７，４１０

3 諸収入 １０

2 繰越金 １８７，４１０

2 財産売払収入 １４１，４０１

１４９，２８０

1 財産運用収入 ７，８７９

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入
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第２９号議案 

 

令和６年度蒲郡市三谷町財産区特別会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の三谷町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

歳　　入　　合　　計 ２９，６００

2 雑入 １０

1 預金利子 ３

1 繰越金 ６，６６２

3 諸収入 １３

2 繰越金 ６，６６２

2 財産売払収入 ２０

２２，９２５

1 財産運用収入 ２２，９０５

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入

２９，６００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ２，０００

1 繰出金 １３，５２５

3 予備費 ２，０００

2 諸支出金 １３，５２５

1 総務管理費 １４，０７５

1 総務費 １４，０７５

歳　出

款 項 金　　　　　　額
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第３０号議案 

 

令和６年度蒲郡市西浦町財産区特別会計予算 

 

令和６年度蒲郡市の西浦町財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，６００千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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単位：千円

単位：千円

歳　　入　　合　　計 １４，６００

2 雑入 １０

1 預金利子 １

1 繰越金 ２，１０１

3 諸収入 １１

2 繰越金 ２，１０１

2 財産売払収入 １０

１２，４８８

1 財産運用収入 １２，４７８

第１表　　歳 入 歳 出 予 算

金　　　　　　額

歳　入

款 項

1 財産収入

１４，６００歳　　出　　合　　計

1 予備費 ９００

1 繰出金 ５，３９７

3 予備費 ９００

2 諸支出金 ５，３９７

1 総務管理費 ８，３０３

1 総務費 ８，３０３

歳　出

款 項 金　　　　　　額
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第３１号議案 

 

令和６年度蒲郡市水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和６年度蒲郡市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 度 末 給 水 栓 数              ３５，０４２栓 

（２）年 間 総 給 水 量           ９，０４０，０００㎥ 

（３）一 日 平 均 給 水 量              ２４，７６７㎥ 

（４）主要な建設改良事業 配水管布設等事業  ２，０４６，２００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 水 道 事 業 収 益          １，９２９，３００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，７５４，８１６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １７４，４５４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 水 道 事 業 費 用          １，９５１，７００千円 

  第１項 営 業 費 用         １，９１１，４５６千円 

  第２項 営 業 外 費 用            ３０，２１４千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額９４５，５００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額１２０，０００千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

８２５，５００千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入          １，５５９，４００千円 

  第１項 企 業 債         １，１６１，２００千円 

  第２項 固定資産売却代金                １０千円 

  第３項 負 担 金           ２８５，５２９千円 
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  第４項 分 担 金            ４１，７１１千円 

  第５項 補 助 金            ２０，９５０千円 

第６項 出 資 金            ５０，０００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，５０４，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，４１５，４５６千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金            ８９，４４４千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと 

定める。 

単位：千円  

事   項 期  間 限 度 額 

水 道 施 設 修 繕 事 業 令和７年度  ８，０００ 

配 水 場 等 設 備 保 守 点 検 事 業 令和７年度 ３，５００ 

電 気 設 備 保 守 点 検 事 業 令和７年度 １４，０００ 

配 水 場 場 内 整 備 事 業 令和７年度 １２，０００ 

西 部 送 水 管 更 新 事 業 令和７年度 １０４，９００ 

配 水 支 管 更 新 計 画 策 定 事 業 令和７年度 ８，４５０ 

 （企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  第１南山配水場築造事業及び配水管布設替工事に充てる

ため 

（２）限  度  額  １，１６１，２００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和６年度中とする。ただし、工事の進捗状

況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利    率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６０，０００千円と定める。 

30



  

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              １７３，６３２千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１９，５７３千円と定める。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３２号議案 

 

令和６年度蒲郡市下水道事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和６年度蒲郡市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）処理区域面積                   １，４２９ha 

（２）処理区域内人口                 ６１，３０８人 

（３）年間有収水量               ６，１８８，０００㎥ 

（４）主要な建設改良事業 

管渠整備費               ２，１３１，８３５千円 

処理場整備費                ６９１，８８５千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 下 水 道 事 業 収 益         ２，６８６，０００千円 

  第１項 営 業 収 益         １，２６０，１９２千円 

  第２項 営 業 外 収 益         １，４２５，７９８千円 

  第３項 特 別 利 益                １０千円 

         支        出 

第１款 下 水 道 事 業 費 用         ２，５６３，４００千円 

  第１項 営 業 費 用         ２，４４５，７４３千円 

  第２項 営 業 外 費 用           １０６，００７千円 

  第３項 特 別 損 失             １，６５０千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額６２２，１００千円は、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額１８３，３４４千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

４３８，７５６千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入         ２，９６５，７００千円 

  第１項 企 業 債         １，６８１，２００千円 
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第２項 負担金及び分担金            ４７，１８３千円 

第３項 固定資産売却代金                １０千円 

  第４項 補 助 金           ８２４，３０７千円 

  第５項 出 資 金           ４１３，０００千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出         ３，５８７，８００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         ２，９５４，２７２千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ６３３，５２８千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期  間 限 度 額 

下 水 道 施 設 維 持 管 理 事 業 令和７年度 ２７，５００ 

浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 処 理 系 統 

電 気 設 備 更 新 事 業 
令和７年度 １１２，７００ 

浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 処 理 棟 電 気 室 

空 調 設 備 更 新 事 業 
令和７年度 ５９，３４０ 

浄 化 セ ン タ ー 汚 泥 脱 水 機 

イ ン バ ー タ 盤 更 新 事 業 
令和７年度 ６６，７００ 

浄化センター汚水ポンプ電動機更新事業 令和７年度 ２１８，７３０ 

浄化センター処理場諸設備更新事業 令和７年度 ６９，０００ 

浄 化 セ ン タ ー 消 火 設 備 等 更 新 事 業 令和７年度 １７，４９０ 

春 日 浦 ポ ン プ 場 電 気 設 備 更 新 事 業 令和７年度 ３５４，２００ 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

（１）起 債 の 目 的  下水道管渠・処理場等整備事業に充てるため。 

（２）限 度 額  １，６８１，２００千円 

（３）起 債 の 方 法  証書借入 

            借入時期は令和６年度中とする。ただし、工事の進捗状
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況等により起債額の全部又は一部を翌年度に繰延べて

借入れることができる。 

（４）利 率  年利３．０％以内 

（５）償 還 の 方 法  借入先の融資条件による。 

（一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、５００，０００千円と定める。 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費及び企業債償還金間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費             １８５，３５９千円 

（他会計からの補助金） 

第１０条 下水道事業の健全な運営に資するため他会計からこの会計へ補助を受け

る金額は、７１７，０００千円である。 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３３号議案 

 

令和６年度蒲郡市病院事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和６年度蒲郡市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）病 床 数              ３８２床 

（２）年間患者数          ２８５，８０５人 

    入院患者数         １１５，７０５人 

    外来患者数         １７０，１００人 

（３）一日平均患者数          １，０１７人 

    入院患者数             ３１７人 

    外来患者数             ７００人 

（４）主要な建設改良事業 

    ルーフガーデン改修工事費          ５４，５００千円 

器械備品購入費              １８８，４３０千円 

エレベーター改修工事費           ７１，０００千円 

血管撮影室整備工事費           １２３，５００千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 病 院 事 業 収 益         １０，１１５，０００千円 

  第１項 医 業 収 益         ９，００２，６５２千円 

  第２項 医 業 外 収 益         １，１１２，３１８千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 病 院 事 業 費 用         １０，８６５，３００千円 

  第１項 医 業 費 用        １０，６４３，９０５千円 

  第２項 医 業 外 費 用           ２０１，３７５千円 

  第３項 特 別 損 失                ２０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 
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（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額６９０，９００千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額４８，８７８千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

６４２，０２２千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入            ９３６，０００千円 

  第１項 企 業 債           ２８５，０００千円 

  第２項 出 資 金           ６４７，２６１千円 

  第３項 補 助 金             ３，３５５千円 

  第４項 固定資産売却代金               １００千円 

第５項 投 資 償 還 金               ２８４千円 

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          １，６２６，９００千円 

  第１項 建 設 改 良 費           ５８７，４１８千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金         １，０２５，４７９千円 

  第３項 投 資            １４，００３千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円 

事   項 期   間 限 度 額 

名 古 屋 市 立 大 学 

寄 附 講 座 事 業 
令和７年度～令和８年度 ６０，０００ 

血管撮影装置整備事業 令和７年度 ４３７，８００ 

新 棟 建 設 実 施 設 計 

技術協力業務委託事業 
令和７年度 ５，５００ 

看護師等修学資金貸付金 

蒲郡市看護師等修学資金貸

与条例に基づき、令和６年度

において貸与を決定した期

間 

蒲郡市看護師等修学

資金貸与条例に基づ

き、令和６年度におい

て貸与を決定した額 
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事   項 期   間 限 度 額 

薬 剤 師 奨 学 金 

返 済 支 援 金 貸 付 金 

蒲郡市民病院薬剤師奨学金

返済支援金貸与条例に基づ

き、令和６年度において貸与

を決定した期間 

蒲郡市民病院薬剤師

奨学金返済支援金貸

与条例に基づき、令和

６年度において貸与

を決定した額 

（企業債） 

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

ルーフガーデン 

改 修 事 業 
54,500 

 

証書借入 

 

借入時期は令

和６年度中と

する。ただし、 

事業の進捗状

況等により起

債額の全部又

は一部を翌年

度に繰延べて

借り入れるこ

とができる。 

 

3.0％以内 

 

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

資 金 に つ い

て、利率の見

直しを行った

後 に お い て

は、当該見直

し後の利率） 

 

 

 

借入先の融資

条件による。

ただし、企業

財政の都合に

より繰上償還

することがで

きる。 

医 療 機 器 等 

整 備 事 業 
36,000 

エ レ ベ ー タ ー 

改 修 事 業 
71,000 

血 管 撮 影 室 

整 備 事 業 
123,500 

計 285,000    

 （一時借入金） 

第７条 一時借入金の限度額は、６００，０００千円と定める。 

 （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の医業費用、医業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 

 

39



 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費            ５，３８７，４６１千円 

（２）交 際 費                １，４００千円 

 （たな卸資産購入限度額） 

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１，５１４，７４０千円と定める。 

（重要な資産の取得） 

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

種   類 名   称 数   量 

器 械 備 品 放射線動画サーバー 一   式 

 

令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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第３４号議案 

 

令和６年度蒲郡市モーターボート競走事業会計予算 

 

 （総  則） 

第１条 令和６年度蒲郡市モーターボート競走事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 （業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１）年 間 開 催 日 数              ２００日 

（２）年間勝舟投票券発売金     １６８，９２０，０００千円 

（３）一日平均勝舟投票券発売金         ８４４，６００千円 

（４）年間場間場外受託発売金      １１，１２２，９７０千円 

 （収益的収入及び支出） 

第３条  収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

         収        入 

 第１款 競 艇 事 業 収 益       １７３，２９０，２００千円 

  第１項 営 業 収 益       １７３，１８８，５４６千円 

  第２項 営 業 外 収 益           １０１，６２４千円 

  第３項 特 別 利 益                ３０千円 

         支        出 

第１款 競 艇 事 業 費 用       １６４，７０８，８００千円 

  第１項 営 業 費 用       １６０，９４３，７００千円 

  第２項 営 業 外 費 用         ３，７４５，０７０千円 

  第３項 特 別 損 失                ３０千円 

  第４項 予 備 費            ２０，０００千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資

本的支出額に対し不足する額２，７４５，０００千円は当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額１８０，３００千円、減債積立金２８８，２４５千円、

建設改良積立金１，６０３，６１０千円並びに過年度分損益勘定留保資金 

６７２，８４５千円で補てんするものとする。）。 

         収        入 

 第１款 資 本 的 収 入            ２００，０００千円 

  第１項 補 助 金           ２００，０００千円 

41



  

         支        出 

第１款 資 本 的 支 出          ２，９４５，０００千円 

  第１項 建 設 改 良 費         １，９８３，９１０千円 

  第２項 企 業 債 償 還 金           ２８８，２４５千円 

第３項 投 資           ６６２，８４５千円 

第４項 予 備 費            １０，０００千円 

 （債務負担行為） 

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと

定める。 

単位：千円  

事    項 期   間 限 度 額 

広 告 宣 伝 事 業 令和７年度 ２，５００ 

出 走 表 発 行 事 業 令和７年度 ９９，０００ 

電 波 広 告 事 業 令和７年度 ４４，０００ 

名古屋グランパス協賛 

広 告 宣 伝 事 業 
令和７年度 ２３，６００ 

フ ァ ン サ ー ビ ス 事 業 令和７年度 ２５，５００ 

コ ミ ュ ニ テ ィ パ ー ク 

オープン記念式典事業 
令和７年度 ７，９００ 

スタンド側ナイター照明 

Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業 
令和７年度 ３６０，０００ 

中型映像装置更新事業 令和７年度 ９０，０００ 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

（１）収益的支出の営業費用、営業外費用及び特別損失間の相互における流用 

（２）資本的支出の建設改良費、企業債償還金及び投資間の相互における流用 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に

流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を

経なければならない。 

（１）職 員 給 与 費              ５７３，６７３千円 

（２）交 際 費                １，５００千円 
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令和６年２月２７日提出 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 
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